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東海旅客鉄道株式会社との資本業務提携及び 

当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 

 

 

当社は、平成 20 年８月 15 日開催の取締役会において、東海旅客鉄道株式会社（以下、「公開買付者」

といいます。）との間で資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携契約」といいます。）を締結するとともに、

公開買付者による当社株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）について賛同し、応

募を勧める旨の意見を表明することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

1. 公開買付者の概要 

 

① 商号             東海旅客鉄道株式会社 

② 事業内容 

 

東海道新幹線及び東海地方の在来線における鉄道事業を中

心とした運輸業、流通業、不動産業、その他事業 

③ 設立年月日 昭和 62 年４ 月１日 

④ 本店所在地 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松本 正之 

⑥ 資本金 112,000 百万円（平成 20 年６月 30 日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

株式会社みずほコーポレート銀行 

野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱東京ＵＦＪ

銀行口）   

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  

4.59%

4.43%

4.37%

3.18%

2.98%
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日本生命保険相互会社  

トヨタ自動車株式会社 

ＪＲ東海社員持株会  

株式会社みずほ銀行  

第一生命保険相互会社  

2.23%

1.79%

1.58%

1.53%

1.52%

 （注）上記は、公開買付者の第 21 期有価証券報告書（平成 20

年６月 25 日に提出）に基づき作成しております。 

⑧ 買付者と対象者の関係等 

       資本関係： 

当社は、当社名義で公開買付者の発行済株式総数の 0.23％

（5,103 株）を所有しており、公開買付者は当社の発行済株式

総数の 1.80％（2,643,000 株）を所有しております。 

       人的関係： 当社は、買付者から出向者 17 名の派遣を受けております。 

       取引関係： 当社は公開買付者に鉄道車両等を納入しております。 

       関連当事者への該当状況： 該当事項はありません。 

 

 

2. 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

 

(1)本公開買付けに関する意見の内容  

当社は、平成 20 年８月 15 日開催の取締役会において、本資本業務提携契約を締結するとともに、

本公開買付けに賛同し、応募を勧める旨の意見を表明することを決議いたしました。 

なお、本公開買付けの詳細につきましては、公開買付者が本日公表した（添付資料２）、「日本車輌

製造株式会社との資本業務提携及び日本車輌製造株式会社株式に対する公開買付けの開始に関す

るお知らせ」をご参照下さい。 

 

(2)資本業務提携及び本公開買付けの背景及び理由 

当社は、明治 29 年の設立より、「産業の高度化と社会資本の充実に役立つ製品を提供し、より豊か

な人間環境づくりをめざす」との企業理念に基づき、鉄道車両を基軸として、輸送用機器、建設機械、

鉄構など、社会基盤の整備に貢献する製品の開発・生産を行っております。 

現在当社では、グループ全体の事業内容・経営資源配分の見直しを行い、特に鉄道車両事業を

中心に、「収益改善のための構造改革」を断行いたしております。 

鉄道車両事業において、新幹線を中心に堅調な需要が見込まれることから、その生産拠点である豊

川製作所の生産能力増強及び生産効率向上のため、生産ラインの一部複線化、部品センター新設に

よる部品供給体制の強化等を進め、併せて輸送用機器事業の生産ラインの一部を豊川製作所から衣

浦製作所へ移設して同製作所の効率活用を図るとともに、輸送機器事業部門と鉄構事業部門を「輸

機・インフラ本部」に統合し、より業務合理化を進めております。 

また、案件全体を統括・管理できる統括エンジニアの育成による設計段階からのコスト管理能力の強

化を進め、３ヵ年の中期経営計画（添付資料１をご覧ください）の最大の課題として、ものづくりにおける

「技術力の強化」と「生産性の向上」による体質改善と持続的な成長基盤の整備に取り組んでおります。 

公開買付者との関係では、わが国の大動脈輸送である東海道新幹線及び東海圏での在来線網に対

して長年にわたり車両の供給を行っております。東海道新幹線では、主力の７００系、新型のＮ７００系車

両において半数以上のシェアを占めており、在来線においても、主力の通勤電車である３１３系車両や
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各種特急電車にとどまらず、気動車及びその他事業用車両や、車両工場における設備などの供給、さ

らに山梨超電導リニア試験線向け試験車両、台車の開発においても、重要な役割を担ってきました。 

一方、公開買付者は、事業の中核である鉄道事業において、安全・安定輸送の確保を最優先に、首

都圏～中京圏～近畿圏の大動脈輸送を担う東海道新幹線と東海地域の在来線網を一体的に維持・発

展させるという社会的使命を、長期にわたり安定的かつ十分に果たし続けていくことを基本方針としてお

ります。この使命を果たすために、公開買付者は会社発足以来、東海道新幹線及び在来線の利便性・

サービス向上等を通じた競争力強化に取り組んでまいりました。また、今後もその使命を果たし続けるた

め、東海道新幹線の将来の経年劣化や大規模地震に対する抜本的な備えとして、超電導リニアによる

東海道新幹線のバイパスの実現に向けて取り組んでおります。 

公開買付者の車両部門においては、新幹線及び在来線車両の性能・品質の維持向上のみならず、

今後は超電導リニア車両の開発を本格的に推進していく必要があることから、従前以上に車両の開発、

設計、製造から保守に至るまで一体として、技術力を充実させていく力強い体制を構築することが喫緊

の課題であります。 

このような両社の課題認識に基づき、当社と公開買付者は本年３月以降提携の可能性を検討してま

いりました。その結果、両社が協力関係を一層緊密にすることにより、当社は公開買付者との技術・人材

交流を通じ生産性を高め経営基盤を強化し、公開買付者は当社の具体的な設計・製造局面における

高い技術力と連携することで総合的な技術力を高めるという相互補完の関係を構築し、両社の企業価

値の持続的拡大を図ることで合意し、本資本業務提携契約を締結しました。 

 

(3)資本業務提携の内容   

相互補完の関係を構築するため、業務提携として、当社が持つ設計・製造の技術力、及び公開買付

者が持つ開発・保守の技術力を相乗的に活用するため、これまで以上に緊密な体制で共同研究開発・

設計を行うなどの技術交流を深度化するとともに、当社社員が公開買付者の保守部門に、また公開買

付者社員が当社の製造部門に従事するなどの人材交流を積極的に進めることで、双方の総合的な技

術力の磨き上げを図ります。具体的内容については、両社で構成する「業務提携に関するプロジェクト

チーム」において成案を得ることとしております。 

さらに、協力関係を確固たるものとして実効的に業務提携を進めるため資本面でも提携し、公開買付

者は当社の発行済株式総数の 50.10％に相当する株式数（73,522,000 株）を保有することを企図して

おります。現在、公開買付者は当社の発行済株式総数の 1.80％に相当する株式数（2,643,000 株）を

保有しておりますので、本公開買付けにより当社の普通株式 70,879,000 株を上限として取得する予定

です。実際に応募された当社株式の数が買付予定数の上限を超えた場合には、公開買付者は、公開

買付届出書に記載の条件に従い、あん分比例の方法により買付け等を行います。一方、本公開買付け

における買付予定数には下限は設定されませんので、実際に応募された当社株式の数が買付予定数

の上限に達しない場合には、公開買付者は、応募された当社株式の全てについて買付け等を行う予定

です。 

なお、本資本業務提携契約に基づき、本公開買付けの結果公開買付者が保有することとなる当社株

式が当社の発行済株式総数の過半数に至らなかった場合には、公開買付者が当社の発行済株式総

数の過半数を取得できるよう、当社と公開買付者は協議することとしていますが、その具体的方法及び

 3



 

内容については、現時点では検討しておりません。公開買付者はあくまで本公開買付けによってその

過半数を取得することを企図しております。 

公開買付者は、「公開買付者との技術・人材交流等を通じ、開発から製造に至る総合的な技術力を

高めることで主力である鉄道車両事業を一層強化しつつ、建設機械や鉄構など社会資本の充実に役

立つ製品を提供していく」という当社の経営方針につき賛同しており、本公開買付け実施後の経営方針

として、当社の事業内容に重大な変更を加えることは予定しておりません。これらの取組みによって企業

全体の生産性を向上させ経営基盤の強化を図り、主体的に企業価値の持続的拡大を図ってまいります。

また、当社の事業運営に関する重要事項については、当社と公開買付者で協議することとしています。 

 

(4)本公開買付けに対する意見の理由及び根拠 

当社は本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、独立したフィナンシャル・アドバイザーである

三菱ＵＦＪ証券株式会社（以下、「三菱ＵＦＪ証券」といいます。）を第三者算定機関に選定し、当社の株

式価値の算定及び本公開買付けの手続等に関する助言を依頼しました。 

これに基づき、当社は、三菱ＵＦＪ証券より、本公開買付けにおける買付価格（以下、「本買付価格」と

いいます。）の妥当性を検討するための参考資料として当社株式価値に関する予備的価値評価分析資

料を取得いたしました。当該評価分析資料では、当社より提供された財務情報及び財務予測その他の

一定の前提及び条件の下で、市場株価平均法、 ＤＣＦ法、類似企業比較法、修正簿価純資産法の各

手法を用いて当社株式価値につき分析をしております。 

当社取締役会は、上記評価分析資料や助言の内容等を参考とし、本公開買付けに関する諸条件、

公開買付者と当社との間の業務の関連性及び当社が公開買付者の連結子会社となることにより当社に

生じうるシナジー効果等について慎重に検討した結果、本資本業務提携が当社の企業価値の向上をも

たらすものであり、引き続き当社株式を保有する株主の利益にも資するものであると同時に、本買付価

格は提携によるシナジー効果を十分に織込んだ合理的なものであることから、本公開買付けの目的を

達するべく、当社の既存株主に対して応募を勧めるべきものと判断いたしました。以上の理由により、当

社取締役会は、平成 20 年８月 15 日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同し、応募

を勧める旨を決議いたしました。 

この取締役会決議は、審議及び決議に参加した当社取締役６名のうち６名の賛成により可決しました。

また、当社監査役４名が当該取締役会に出席し、当社取締役会が本公開買付けに賛同する旨を決議

することについて異議はない旨の意見を述べています。なお、当社の代表取締役副社長である中川彰

は公開買付者の代表取締役副社長に、及び当社の常務取締役である石津一正は公開買付者の執行

役員にそれぞれ就任していた時期があり、より公平性・中立性を保つ観点から、上記取締役会審議及

び決議に参加しておりません。 

なお、本買付価格（１株あたり 370 円）は、株式会社東京証券取引所市場第１部における当社の平成

20 年８月 14 日における終値 262 円に対して 41.22％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを

加えた価格であり、平成 20 年８月 14 日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 263 円（小数点以下

を四捨五入）に対して 40.68％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた額に相

当します。 
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(5)上場廃止の有無について 

当社は、株式会社東京証券取引所市場第 1 部及び株式会社名古屋証券取引所市場第 1 部に上場

しておりますが、本公開買付けにおいては買付け等を行う株券等の数に上限が設定されており、また、

公開買付者からは当社の上場廃止を企図するものではない旨の説明を受けておりますので、当社とし

ては、本公開買付けが成立した後も引き続き株式上場を維持する方針です。 

 

(6)今後の見通し 

なお、本資本業務提携が当社業績に与える影響につきましては、今後確定次第お知らせいたします。 

 

 

3. 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。 

 

4. 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

該当事項はありません。 

 

5. 公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

6. 公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

以上 
 

※公開買付者による買付け等の概要につきましては、添付資料「日本車輌製造株式会社との資本業務提

携及び日本車輌製造株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」をご参照ください。 
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2008 年度版中期経営計画の要旨 

 

平成 20 年８月 15 日 

日本車輌製造株式会社 

 

当社では、前年度2007年度より新たに３ヵ年中期経営計画を策定、推進してまいりました。当2008年度においては、

前年 2007 年度における計画の進捗状況及び成果を踏まえ、前年度計画の基本方針のもと、当年度からの３事業年度

（2008 年４月～2011 年３月）にわたる中期経営計画として再策定して、目下推進中です。その概要は以下の通りです。 

 

１．経営課題 

“ものづくりにおける本質的な『技術力』の強化 ”と“ 企業活動全般にわたる総合的な『生産性』の向上”により安定し

た収益力を確保し、厳しさを増す市場競争に打ち勝つことのできる体制を確立する。 

 

２．重点方針及び戦略 

①「鉄道車両事業の徹底強化」 

前年度に方針を決定した、鉄道車両の生産拠点である豊川製作所における生産能力増強及び生産効率向上を

目的とする生産ラインの一部複線化、部品センター新設による部品供給体制確立等の成果の早期実現 

②「輸機・インフラ事業の統合」 

鉄構事業の再構築の一環として発足する「輸機・インフラ本部」での業務合理化の推進、及び輸送用機器生産ラ

インの一部移設（豊川製作所から衣浦製作所へ）による衣浦製作所の効率活用 

③「技術力の強化と生産性の向上」 

全社横断的な体制の再構築を目指した下記施策の継続実施 

・ 案件全体を統括・管理できる統括エンジニアの育成 

・ 設計段階からのコスト管理体制の強化 

・ 幹部社員の育成や教育制度の充実による人材の育成 

・ 技能(skill）を含む「ものづくりの技術」・生産技術の革新 

・ 上記施策の浸透及び目標管理を企図した全社運動「NTP（Nissha Technology & Productivity innovation）

運動」の展開と進捗管理 

 

３．現在までの実施状況 

・生産体制見直しにつき、豊川製作所における部品センターの建設に着手、輸送機器生産ライン移転計画案の取りま

とめを行っております。 

・2008 年４月に、輸送機器事業と鉄構事業を統合し「輸機・インフラ本部」を発足、事業の枠を超えて人材資源の有効

活用に着手、価格競争力の強化に努めております。 

・事業の見直しを進め、上記の輸機･鉄構事業の統合を含め、従来の６事業部を４事業部（鉄道車両、輸機・インフラ、

機電、エンジニアリング）に再構成し、併せて連結子会社６社を４社に整理いたしました。 

 

４．見通しと目標 

連結売上高として、2009 年度は 1,060 億円、2010 年度は 1,030 億円を見込んでおりますが、最終年度における連結

売上高経常利益率 4.5％を目標として、その実現に向けて計画を推進しております。 

 

                                             以上 

（添付資料１）
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平成20年８月15日 
  
各   位 
  

会 社 名：東海旅客鉄道株式会社              
（コード：9022  東証、大証、名証各第１部） 
代表者名：代表取締役社長  松本 正之 
問合せ先：取締役広報部長  宮澤 勝己 
（ＴＥＬ：052-564-2549） 

 
 
 

日本車輌製造株式会社との資本業務提携及び 
日本車輌製造株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成20年８月15日開催の取締役会において、下記のとおり日本車輌製造株式会社（コード
番号：7102 東証・名証第１部、以下「対象者」といいます。）と資本業務提携契約を締結し、対象者
の普通株式を公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 

１．買付け等の目的 

（１）本公開買付けを実施する背景及び理由 

当社は、この度、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第１部及
び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）市場第１部に上場している
対象者との間で、平成 20年８月 15日付けで「資本業務提携契約書」（以下「本資本業務提携契約」
といいます。その概要については後記「４．その他」の「（１）公開買付者と対象者又はその役員と
の間の合意の有無及び内容」に記載のとおりです。）を締結しました。当社は本資本業務提携契約に
基づき、対象者の普通株式 70,879,000 株を上限として公開買付け（以下「本公開買付け」といいま
す。）を実施いたします。なお、対象者は、平成 20年８月 15日開催の取締役会において、本公開買
付けについて賛同し、応募を勧める旨の意見を表明することを決議しております。 
 
当社は、事業の中核である鉄道事業において、安全・安定輸送の確保を最優先に、首都圏～中京圏
～近畿圏の大動脈輸送を担う東海道新幹線と東海地域の在来線網を一体的に維持・発展させるという
社会的使命を、長期にわたり安定的かつ十分に果たし続けていくことを基本方針としております。こ
の使命を果たすために、当社は会社発足以来、東海道新幹線及び在来線の利便性・サービス向上等を
通じた競争力強化に取り組んでまいりました。また、今後もその使命を果たし続けるため、東海道新
幹線の将来の経年劣化や大規模地震に対する抜本的な備えとして、超電導リニアによる東海道新幹線
のバイパスの実現に向けて取り組んでいるところです。 
 
当社の車両部門においては、新幹線及び在来線車両の性能・品質の維持向上のみならず、今後は超
電導リニア車両の開発を本格的に推進していく必要があることから、従前以上に車両の開発、設計、
製造から保守に至るまで、一体として技術力を充実させていく力強い体制を構築することが喫緊の課
題であります。 
 
一方、対象者は、中部圏に拠点を置く設計・製造に高い技術力を有する国内有数の車両メーカーで
あり、新幹線のＮ７００系車両及び在来線の主力車両である３１３系車両の当社への供給において中
心的な役割を担ってきております。同社は、現在、主力の鉄道車両事業を軸として、技術力及び生産

(財)財務会計基準機構会員 

（添付資料２）
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性の向上を通じて、収益性を高め、経営基盤をより一層強化することを経営課題としております。 
 
このような両社の課題認識に基づき、当社と対象者は本年３月以降提携の可能性を検討してまいり
ました。その結果、両社が協力関係を一層緊密にすることにより、当社は対象者の具体的な設計・製
造局面における高い技術力と連携することで総合的な技術力を高め、対象者は当社との技術・人材交
流等を通じ生産性を高め経営基盤を強化するという相互補完の関係を構築し、両社の企業価値の持続
的拡大を図ることで合意し、本資本業務提携契約を締結しました。 
 

（２）本公開買付け及び本資本業務提携契約の概要 

相互補完の関係を構築するため、業務提携として、当社が持つ開発・保守の技術力、及び対象者が
持つ設計・製造の技術力を相乗的に活用するため、これまで以上に緊密な体制で共同研究開発・設計
を行うなどの技術交流を深度化するとともに、対象者社員が当社の保守部門に、また当社社員が対象
者の製造部門に従事するなどの人材交流を積極的に進めることで、双方の総合的な技術力の磨き上げ
を図ります。具体的内容については、両社で構成する「業務提携に関するプロジェクトチーム」にお
いて成案を得ることとしております。 
さらに、協力関係を確固たるものとして実効的に業務提携を進めるため資本面でも提携し、当社は
対象者の発行済株式総数の50.10％に相当する株式数（73,522,000株）を保有することを企図してお
ります。現在、当社は対象者の発行済株式総数の1.80％に相当する株式数（2,643,000株）を保有し
ておりますので、本公開買付けにより対象者の普通株式 70,879,000 株を上限として取得する予定で
す。実際に応募された対象者株式の数が買付予定の上限を超えた場合には、法令の規定及び後記「２．
買付け等の概要」の「（９）その他買付け等の条件及び方法」の「①法第 27条の 13第４項各号に掲
げる条件の有無及び内容」に記載された条件に従い、あん分比例の方法により買付け等を行います。
一方、本公開買付けにおける買付予定数には下限は設定されませんので、実際に応募された対象者株
式の数が買付予定の上限に達しない場合には、当社は応募された対象者株式の全てについて買付け等
を行う予定です。 
なお、本資本業務提携契約に基づき、本公開買付けの結果当社が保有することとなる対象者株式が
対象者の発行済株式総数の過半数に至らなかった場合には、当社が対象者の発行済株式総数の過半数
を取得できるよう、当社と対象者は協議することとしていますが、その具体的方法及び内容について
は、現時点では検討しておりません。当社はあくまで本公開買付けによってその過半数を取得するこ
とを企図しております。 
 
（３）本公開買付け実施後の経営方針 

当社は、当社との技術・人材交流等を通じ、開発から製造に至る総合的な技術力を高めることで主
力である鉄道車両事業を一層強化しつつ、建設機械や鉄構など社会資本の充実に役立つ製品を提供し
ていくという対象者の経営方針につき賛同しており、対象者の事業内容に重大な変更を加えることは
予定しておりません。これらの取組みによって企業全体の生産性を向上させ経営基盤の強化を図り、
企業価値の持続的拡大を図ってまいります。また、後記「４．その他」の「（１）公開買付者と対象
者又はその役員との間の合意の有無及び内容」に記載のとおり、対象者の事業運営に関する重要事項
については、当社と対象者で協議することとしています。 
 
（４）本公開買付けに関する対象者の意見 

対象者は、平成20年８月15日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同し、応募を勧
める旨の意見を表明することを決議しております。なお、当社役職員として勤務した経歴を有し、対
象者取締役である中川彰氏及び石津一正氏については、より公平性・中立性を保つ観点から、本公開買
付けに関する審議及び決議への参加を差し控えております。 
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（５）上場廃止の有無について 

対象者株式は東京証券取引所市場第１部及び名古屋証券取引所市場第１部に上場しておりますが、
当社は、本公開買付け後も引き続き対象者株式の上場を維持する方針です。 
 
 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要（平成20年３月31日現在） 
 

① 商 号 日本車輌製造株式会社 

② 事 業 内 容 鉄道車両・輸送用機器事業、建設機械事業、鉄構事業、その他事業 

③ 設 立 年 月 日 明治29年８月18日 

④ 本 店 所 在 地 愛知県名古屋市熱田区三本松町１番１号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 生島 勝之 

⑥ 資 本 金 11,810百万円 

⑦ 大株主及び持株比率 

(株)三菱東京UFJ銀行                   4.87％ 
中央三井信託銀行(株)                   3.72％ 
日本生命保険(相)                     3.58％ 
第一生命保険(相)                     3.58％ 
(株)みずほコーポレート銀行                2.99％ 
(株)横浜銀行                       2.65％ 
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口４）     2.40％ 
東海旅客鉄道(株)                     1.80％ 
住友生命保険(相)                     1.68％ 
(株)中京銀行                       1.50％ 

資 本 関 係 
当社は、対象者の発行済株式総数の 1.80％（2,643,000
株）を所有しており、対象者は当社の発行済株式総数の
0.23％（5,103株）を所有しております。 

人 的 関 係 当社は、対象者に対して出向者17名を派遣しております。 

取 引 関 係 
当社は対象者に対して鉄道車両の新製を発注していま
す。 

⑧ 
買付者と対象者の 
関 係 等 

関連当事者へ 
の該当状況 

該当事項はありません。 
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（２）買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。） 
平成20年８月18日（月曜日）から平成20年10月７日（火曜日）まで（35営業日） 

 
② 対象者の請求に基づく延長の可能性 
   該当事項はありません。 
 

（３）買付け等の価格    １株につき 370円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 
当社は、本公開買付けにおける買付価格を決定するに際して参考とするため、当社の本件における
フィナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）に対し、
対象者の株式価値の算定を依頼しました。野村證券は、市場株価平均法及びディスカウンテッド・キ
ャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を
行い、当社は野村證券から平成20年８月14日に対象者の株式価値の算定結果について報告を受けま
した。上記各手法において算定された対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のと
おりです。 
 
市場株価平均法 263円 

株価採用期間 １株当たり株式価値 

平成21年３月期第１四半期

決算発表日以降 

平成20年８月11日～８月13日 263円 

直近１ヶ月平均 平成20年７月14日～８月13日 263円 

直近３ヶ月平均 平成20年５月14日～８月13日 263円 

 
ＤＣＦ法  332円から399円 
 
当社は、野村證券から取得した株式価値算定書の各手法の算定結果を参考として、本公開買付けに
おける買付価格について検討しました。検討にあたっては野村證券による算定結果に加え、対象者に
対する法務・会計・税務・環境に係るデュー･ディリジェンスの結果、対象者による本公開買付けへ
の賛同の可否、対象者株式の市場株価動向、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けにおい
て買付価格に付されたプレミアムの実例、及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対
象者と協議・交渉した結果等も踏まえ、平成20年８月15日開催の取締役会において、本公開買付け
における買付価格を１株当たり370円と決定いたしました。 
 
なお、本公開買付けにおける買付価格は、平成20年８月14日の東京証券取引所市場第１部におけ
る対象者株式の終値262円に対して41.22％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成20
年８月14日までの東京証券取引所市場第１部における対象者株式の過去１ヶ月間の終値の単純平均
値263円（小数点以下四捨五入）に対して40.68％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、
平成20年８月14日までの東京証券取引所市場第１部における対象者株式の過去３ヶ月間の終値の単
純平均値263円（小数点以下四捨五入）に対して40.68％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミア
ムを付した金額となります。 
 
② 算定の経緯 
当社と対象者は、平成 20年３月以降提携の可能性を検討してまいりました。その結果、両社が協
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力関係を一層緊密にすることにより、当社は対象者の具体的な設計・製造局面における高い技術力と
連携することで総合的な技術力を高め、対象者は当社との技術・人材交流等を通じ生産性を高め経営
基盤を強化するという相互補完の関係を構築し、両社の企業価値の持続的拡大を図ることで合意し、
本資本業務提携契約を締結するとともに、以下の経緯により本公開買付けにおける買付価格を決定い
たしました。 
 
１）第三者算定機関からの株式価値算定書の取得について 
当社は、本公開買付けにおける買付価格を決定するにあたり、野村證券より平成20年８月14日に
株式価値算定書を取得いたしました。 
 
２）株式価値算定書の概要について 
野村證券は、市場株価平均法及びＤＣＦ法の各手法を用いて、対象者の株式価値算定を行っており、
各手法において算定された対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲は以下のとおりです。 
 
市場株価平均法 263円 
ＤＣＦ法  332円から399円 
 
３）公開買付価格を決定するに至った経緯について 
当社は、野村證券から取得した株式価値算定書の各手法の算定結果を参考として、本公開買付けに
おける買付価格について検討しました。検討にあたっては野村證券による算定結果に加え、対象者に
対する法務・会計・税務・環境に係るデュー･ディリジェンスの結果、対象者による本公開買付けへ
の賛同の可否、対象者株式の市場株価動向、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けにおい
て買付価格に付されたプレミアムの実例、及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対
象者と協議・交渉した結果等も踏まえ、平成20年８月15日開催の取締役会において、本公開買付け
における買付価格を１株当たり370円と決定いたしました。 
 
③  算定機関との関係 
 野村證券は、当社又は対象者の関連当事者には該当いたしません。 
 

（５）買付予定の株券等の数 

株券等種類 
① 株式に換算した 
買付予定数 

② 株式に換算した 
買付予定の下限 

③  株式に換算した 
買付予定の上限 

株 券 70,879,000株 － 株 70,879,000株 

新 株 予 約 権 証 券 － 株 － 株 － 株 

新株予約権付社債券 － 株 － 株 － 株 

株券等信託受益証券 － 株 － 株 － 株 

株 券 等 預 託 証 券 － 株 － 株 － 株 

合 計 70,879,000株 － 株 70,879,000株 

（注１）応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定の上限」（以下「買付予定の上限」といいます。）
（70,879,000株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等
の総数が買付予定の上限（70,879,000株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部
の買付け等は行わないものとし、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含
みます。以下「法」といいます。）第27条の13第５項及び発行者以外の者による株券等の公
開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以
下「府令」といいます。）第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係
る受渡しその他の決済を行います。 
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（注２）単元未満株式も本公開買付けの対象としております。ただし、応募に際しては、株券を提出す
る必要があります（株券が公開買付代理人（後記「(11)公開買付代理人」に記載されているも
のをいいます。）を通じて株式会社証券保管振替機構により保管されている場合は、株券を提
出する必要はありません。）。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使
された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあ
ります。 

（注３）対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 
 
（６）買付け等による株券等所有割合の異動 
買付け等前における公開買付者
の所有株券等に係る議決権の数 

2,643個 
（買付け等前における株券等所有割合 

1.83％） 

買付け等前における特別関係者
の所有株券等に係る議決権の数 

29個 
（買付け等前における株券等所有割合 

0.02％） 

買付予定の株券等に係る 
議 決 権 の 数 

70,879個 
（買付け等後における株券等所有割合 

50.88％） 

対象者の総株主等の議決権の数 143,215個  

（注１）「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係
る議決権の数を記載しております。 

（注２）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成20年８月12日に提出した第180期第１四半
期報告書に記載された平成20年３月31日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を1,000
株として記載されたもの）です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、
「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算に
おいては、単元未満株式に係る議決権の数（上記四半期報告書に記載された平成20年３月31
日現在の単元未満株式1,338,129株から、平成20年３月31日現在の対象者の保有する単元未満
自己株式524株を控除した1,337,605株に係る議決権の数である1,337個）を加えて、「対象者の
総株主等の議決権の数」を144,552個として計算しております。   

（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」について
は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

（７）買付代金   26,225百万円 

（注）買付代金には、買付予定の上限（70,879,000株）に１株当たりの買付価格（370円）を乗じ
た金額を記載しております。 

 
（８）決済の方法 
①  買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 
②  決済の開始日 
平成20年 10月 15日（水曜日） 
 
③  決済の方法 
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等
の場合は常任代理人）の住所宛に郵送します。買付け等は、現金にて行います。買付け等が行われ
た株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、送金等の方法によりお支払いします。 
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④  株券等の返還方法 
下記「（９）その他買付け等の条件及び方法」の「①法第27条の 13第４項各号に掲げる条件の
有無及び内容」及び「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に
記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わないこととなった場合には、返還
することが必要な株券等は、応募株主等の指示により、決済の開始日（公開買付けの撤回等を行っ
た場合は撤回等を行った日）以後速やかに、応募株主等への交付もしくは応募株主等（外国人株主
等の場合は常任代理人）の住所への郵送により返還するか、又は、当該株券等が応募の時点におい
て公開買付代理人（もしくは公開買付代理人を通じて株式会社証券保管振替機構）により保管され
ていた場合は、応募が行われた時の保管の状態に戻します。 

 

（９）その他買付け等の条件及び方法 

① 法第27条の 13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 
応募株券等の総数が買付予定の上限（70,879,000株）に満たない場合は、応募株券等の全部の
買付け等を行います。 
応募株券等の総数が買付予定の上限（70,879,000株）を超える場合は、その超える部分の全部
又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分
比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各応募株券等の数
に１単元（1,000株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株
数は各応募株券等の数を上限とします。）。 
あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募
株主等からの買付株数の合計が買付予定の上限に満たない場合は、買付予定の上限以上になるま
で、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき１単元（追
加して１単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数）の応
募株券等の買付け等を行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員から
この方法により買付け等を行うと買付予定の上限を超えることとなる場合には、買付予定の上限
を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付け等を行う株主等を決定しま
す。 
あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募
株主等からの買付株数の合計が買付予定の上限を超える場合は、買付予定の上限を下回らない数
まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株
数を１単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に１単元未満の株数の部分がある場合
は当該１単元未満の株数）減少させるものとします。ただし、切上げられた株数の等しい複数の
応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定の上限を下回ることとな
る場合には、買付予定の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株
数を減少させる株主等を決定します。 
 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 
金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といい
ます。）第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ並びに同条第２項第
３号ないし第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことが
あります。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方
法により公表し、その後直ちに公告を行います。 
 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 
法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める
行為を行った場合には、府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げ
を行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その
旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である
場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価
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格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付
条件等により買付け等を行います。 
 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することが
できます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに公開買付代理人の本店
又は全国各支店に公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、公開買付けに係る契約の解除を行う
旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付してください。ただし、送付の場合
は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。なお、公開買
付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを
応募株主等に請求することはありません。また、保管した応募株券等の返還に要する費用も公開
買付者の負担とします。 
 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 
買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を
日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合
は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更
がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等によ
り買付け等を行います。 
 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公
開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。ま
た、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対
しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場
合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募
株主等に交付する方法により訂正します。 
 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の
２に規定する方法により公表します。 
 

⑧ その他 
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものでは
なく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、
ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用
して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありませ
ん。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募す
ることはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国においてもしくは米国
に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、係る
送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応
募はお受けしません。 
本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）は公開買付代
理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が
応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこ
と。本公開買付けに関するいかなる情報（その写しを含みます。）も、直接間接を問わず、米国
内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていない
こと。買付け等もしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の
郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電
子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所
施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する
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者ではないこと（当該他の者が買付け等に関するすべての指示を米国外から与えている場合を
除きます。）。 

 

（10）公開買付開始公告日 

  平成 20年８月18日 
 

（11）公開買付代理人 

  野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 
 
３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 
（１）公開買付け後の方針 
 本公開買付け後の方針等については、「１.買付け等の目的」をご参照下さい。 
 
（２）今後の業績等への影響の見通し 
 本公開買付けが今期業績予想に与える影響については、確定後速やかに開示いたします。 
 
４．その他 
（１）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 
対象者は、平成 20 年８月 15 日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同し、応募を
勧める旨の意見を表明することを決議しております。 
 
当社及び対象者は、平成 20年８月 15日付で本資本業務提携契約を締結しました。本資本業務提
携契約において、大要以下の事項に合意しております。 
①当社及び対象者が協力関係を一層緊密にすることにより、当社は対象者の具体的な設計・製造
局面における高い技術力と連携することで総合的な技術力を高め、対象者は当社との技術・人
材交流等を通じ生産性を高め経営基盤を強化するという相互補完の関係を構築し、両社の企業
価値の持続的拡大を図ること。 
②当社及び対象者は、対象者の上場を引き続き維持する意向であること。 
③当社は、対象者の発行済株式総数の過半数を取得するため、対象者が本公開買付けに賛同し自
社の株主に対して本公開買付けへの応募を勧める取締役会決議を行いこれが公表されかつ維持
されていること等を条件として、本公開買付けを実施すること。 
④対象者の株式を対象とする公開買付けその他の本公開買付けに競合する取引が第三者により開
始された場合若しくは開始される可能性が明らかになった場合、又は、③、⑤及び⑥等の義務
の履行若しくは対象者が表明した本公開買付けに賛同し自社の株主に対して本公開買付けへの
応募を勧める旨の意見を維持することが当社若しくは対象者の取締役若しくは監査役の善管注
意義務の違反をもたらす合理的な可能性がある場合には、当社と対象者は対応について誠実に
協議すること。 
⑤本公開買付けの結果、当社が取得できた対象者株式が対象者の発行済株式総数の過半数に達し
なかった場合には、当社が対象者の発行済株式総数の過半数を取得できるよう、当社及び対象
者は協議すること。 
（注）その具体的方法及び内容については、現時点では検討しておりません。当社はあくま
で本公開買付けによってその過半数を取得することを企図しております。 

⑥対象者は、当社の議決権保有比率を低下させる可能性がある行為を行う場合には、当社の事前
の書面による同意を得ること。 
⑦当社及び対象者は、業務提携として鉄道車両に関する共同研究及び共同開発、共同設計、また
人材交流その他提携契約の目的を達成するために必要な行為を行う意向を有し、当社及び対象
者の代表者で構成される「業務提携に関するプロジェクトチーム」において具体的内容を協議
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すること。 
⑧対象者は、自社の事業運営に関する重要事項を行うことを決定する場合には事前に当社と協議
し、当社及び対象者の事業運営に必要な事項について当社に報告すること。この場合の重要事
項の定義及び協議の方法、また必要な事項の定義及び報告の方法について、当社及び対象者は
別途協議すること。 

 
（２）投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

対象者は、平成20年８月12日に提出した第180期第１四半期報告書において、平成20年６月12日

から13日にかけ国土交通省東北・関東及び北陸の各地方整備局から、また、平成20年６月26日から

27日にかけ東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び独立

行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から、それぞれ鋼橋上部工事の入札談合に係る損害賠償

の請求を受けた旨、並びに今後の対応について請求内容を慎重に検討し対処する旨を公表しており

ます。 

また、対象者は、平成20年８月15日付のプレスリリース（「東海旅客鉄道株式会社との資本業務

提携及び当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」）において、平成19年度

より新たに３ヵ年中期経営計画を策定、推進しており、平成20年度においては、平成19年度におけ

る計画の進捗状況及び成果を踏まえ、前年度計画の基本方針のもと、平成20年度からの３事業年度

（平成20年４月～平成23年３月）にわたる中期経営計画として再策定して推進中であることを公表

しています。これによれば、対象者においては、平成21年度は1,060億円、平成22年度は1,030億円

の連結売上高を見込むとともに、平成23年度における連結売上高経常利益率は4.5％を目標として

いるとのことであります。 
 

以 上 
 
 
 

 

【インサイダー規制】 

このプレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第167条第 3 項及び同施行令第30 条の規定により、内部者取引

（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として、本書面の発表から 12 時間を経過するまでは、対象者の株券等の

買付け等が禁止される可能性がありますので、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の

責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

【勧誘規制】 

このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありま

せん。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行

ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みもしくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成

するものではなく、このプレスリリース（もしくはその一部）又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となること

もなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 

【将来予測】 

このプレスリリースには、対象者株式を取得した場合における、当社の経営陣の考え方に基づく、事業展開の見通しを記載しています。

実際の結果は多くの要因によって、これらの見込みから大きく乖離する可能性があります。 

 

【米国規制】 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商
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もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りませ

ん。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、

もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本公開買付けに係るプレスリリース又は

関連する書類は米国においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、か

かる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。 

米国の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はその他同等物の買受けの勧誘は行っておらず、米国の居住者が、また、

米国内から、当社に対してこれらを送ってきたとしてもお受けしません。 

【その他の国】 

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれら

の制限に留意し、遵守してください。本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、

単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 

 

 

 




